
基 本 仕 様 書 

 

本仕様書は、愛知県（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託し

て行う「令和８年度介護保険地域分析支援事業委託業務」に適用し、その内容について

定める。 

 

１ 業務名 

  令和８年度介護保険地域分析支援事業委託業務 

 

２ 業務目的 

  高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができる「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくため

には、各保険者（市町村等）が住民のニーズを的確に捉えた上で地域の理想像を明確

化し、データ等を用いて現状との乖離状況を定期的に分析することで、地域の特性に

応じた主体的な取組を立案することが求められる。 

 このため、保険者が「地域包括ケア『見える化』システム」をはじめとする様々な

データソースから把握できる情報や、各種アンケート調査の結果等から見える地域の

特徴を分析し課題を抽出できるよう分析のサポートを行うとともに、課題に対応した

自立支援・重度化防止等に向けた施策を企画・立案し、第 10 期介護保険事業計画に

記載した上で取組を推進することができるよう、保険者に対する支援を行うことを目

的とする。 

 

３ 委託契約期間 

契約締結の日から令和９年３月１日まで 

 

４ 業務の内容 

 (１)  県内保険者を対象とした基礎分析資料の作成 

ア 乙は、保険者が地域の特徴把握と課題解決に向けた施策検討ができるよう、高

齢者や介護保険に係る各種基礎データ（※１）を収集・整理の上、年齢調整後一人

当たり給付費の差や地域課題の要因を分析し、県内の保険者ごとに、各種基礎デ

ータと地域の特徴及び課題を記載した資料（基礎分析資料）を作成すること。 

※１ 資料に記載する基礎データについて、以下を必須記載とし、全国平均その他の

数値との比較や経年変化の分析を行うこと。また、その他保険者が自地域の特徴

把握を行う際に有用なデータや情報についても適宜収集し、記載すること。 

  ・第１号被保険者一人当たり給付費（年齢等調整済み） 

  ・要介護認定率（年齢調整済み） 



  ・受給率（在宅サービスと施設サービスのバランス） 

  ・受給者一人当たり給付費 

イ 資料は、単にデータを羅列するのではなく、分析結果を記載する等、地域の特

徴が明瞭となるよう作成し、甲及び保険者が当該資料を活用することで、共通認

識に基づいて地域課題への対応策を検討することができるように留意すること。  

 

(２)  保険者が第 10 期介護保険事業計画策定に向けて実施したアンケート調査結果

の特徴抽出 

ア 乙は、保険者が第 10 期介護保険事業計画策定に向けて実施した、「介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査」などのアンケート調査（以下、「アンケート調査」とい

う。）の調査結果を施策検討に活かすことができるよう、施策検討を行う際に有用

な調査項目を抜粋の上、調査結果を整理・分析し、県内保険者ごとの特徴を記載

した資料を作成すること。 

イ 各保険者の調査結果は、原則として、保険者が地域包括ケア「見える化」シス

テムへ登録したデータを活用すること。その他、保険者から追加データの収集が

必要な場合は、甲と適宜調整すること。 

ウ 調査結果の活用及び特徴抽出の際は、保険者ごとに調査の対象者や調査方法が

異なる点に留意すること。 

エ 資料は、単にデータを羅列するのではなく、分析結果を別途記載する等、地域

の特徴や地域差の要因が明瞭となるよう作成し、甲及び保険者が当該資料を活用

することで、共通認識に基づいて地域課題への対応策を検討することができるよ

うに留意すること。 

 

(３) 介護保険地域分析研修会の実施 

ア 乙は、甲と連携し、県内の保険者が地域分析の手法や介護保険事業計画の策定・

進捗管理に必要な知識を習得できるよう、保険者職員を対象とした介護保険地域

分析研修会を実施すること。 

イ 研修内容は、介護保険の地域分析に有用な各種データの紹介及び有効な活用方

法に加え、保険者の具体例を挙げ、基礎データを確認することにより考察できる

内容や追加で確認すべきと考えられるデータを解説するなど、分析する際の視点

や手順についての理解が深められるよう工夫することととし、研修は講義だけで

なく、地域包括ケア「見える化」システム等の操作実習や出席者間の意見交換を

適宜実施すること。また、保険料推計の概要及び方法や計画値と実績値の乖離状

況を確認する上で有用なデータを説明するとともに、第 10 期介護保険事業計画の

策定スケジュールを視野に入れ、介護保険事業計画の策定・進捗管理に必要な知

識を学習できるよう工夫すること。 

ウ 開催方法は、集合形式が望ましいが、各種の事情に応じてオンラインによる実



施もしくは併用での開催とする場合は、事前に甲と十分に調整すること。なお、

研修会場は原則として乙において確保することとするが、開催日時・規模等につ

いては、事前に甲と協議すること。 

エ 保険者への周知及び出席者の募集・決定、国制度等の行政説明、アンケートの

実施・取りまとめは甲が行う。 

（介護保険地域分析研修会の内容例） 

・介護保険の地域分析に有用な基礎データと活用方法 

・先進自治体の事例紹介 

・介護保険事業計画策定スケジュールの紹介 

・地域包括ケア「見える化」システム「将来推計機能」の活用方法 

・地域包括ケア「見える化」システム「実行管理機能」の活用方法 

・地域包括ケア「見える化」システムの新たな分析ツール（※２）等の活用方法 

・保険者意見交換会 等 

  ※２ 人口メッシュ機能、事業所別指標、レーダーチャート指標、介護サービス自給

率指標、介護ＳＣＲ等 

 

(４) 成果報告書の作成 

ア 乙は、以下の成果物（編集可能な電子媒体（docx、xlsx ファイル等））を提出

すること。 

① 基礎分析資料 

② アンケート調査結果の特徴を記載した資料 

③ 介護保険地域分析研修会の研修資料 

④ 業務完了届 

イ 乙は、甲と協議の上、アンケート調査結果の特徴を（４）ア①に記載すること

で、（４）ア②の提出を省略できるものとする。 

ウ 成果物の提出期限は各種データの地域包括ケア「見える化」システムへの掲載

スケジュールを考慮した上で、別途甲と乙の協議により定めるものとする。なお、

本事業は、保険者の第 10 期介護保険事業計画策定事務に支障が生じないスケジュ

ールにて実施するよう努めること。 

 （スケジュール例） 

５月下旬 委託締結 

６月中旬 基礎分析資料及びアンケート調査結果の特徴を記載した資料の作成 

     開始 

７月上旬 介護保険地域分析研修会 

 

２月下旬 事業完了 

エ 甲は、成果物が著作物に該当する、しないにかかわらず、当該成果物の内容を、

䦅 



乙の承諾なく自由に公表することができ、作成した分析結果データやグラフ・表・

マップ等については、乙の許諾なしにその加工、二次使用ができることとする。 

  

(５) その他 

本仕様書及び企画提案書に予定されていない事項についても、甲乙協議の上、委

託金額の範囲内で実施できるものとする。 

 

５ 管理運営体制 

（１） 実施体制の整備 

    乙は、委託業務従事者の中から、業務の総括的な責任を負う者を責任者、業務

の技術上の管理を行うための経験、知識、技術を有する者を運営スタッフとして

選任し、業務従事者及び業務の実施場所等を甲に届け出るものとする。 

    なお、本業務における履行場所は次のとおりとする。 

    ア 乙の所在地 

    イ 愛知県福祉局高齢福祉課 

    ウ その他甲が指定した場所  

（２） 運営体制に係る調書の提出 

    乙は、前号に係る調書を作成し、契約後速やかに甲に提出するものとする。 

（３） 情報セキュリティに関する乙の責任 

   乙は、データ（各市町村等から提供されたデータ及び前述のデータから生成し

た中間生成物を指す）を取り扱うにあたり、「愛知県情報セキュリティポリシー」

及び業務実施場所の施錠や入退室管理、データや端末等の適切な管理等を行うこと。 

（４） 甲との連絡調整 

    甲が、業務の途中で中間報告を求めた場合には、乙は中間報告を取りまとめ報

告すること。 

（５） 委託事業の再委託 

    委託事業の再委託は原則として不可とする。 

    ただし、事業の遂行上、あらかじめ甲が必要と認め、承認を得た場合はその限

りではない。 

 

６ その他 

（１） この基本仕様書に定めるもののほか事業の詳細については、乙の企画提案書の

とおりとする。 

（２） この基本仕様書及び乙の企画提案書に定める事項について疑義が生じたときは、

甲乙協議の上、これを定める。 

（３） 甲は、本業務の実施にあたり、乙が必要とする資料や情報等の提供を支障のな

い範囲で協力するものとする。 



（４） 本業務に係る監査等が行われる際、乙は協力すること。 

（５） 成果物については、第三者の著作権等の権利を侵害していないことを保証する

こと。 

（６） 乙は、事業完了後５年間、本業務に係る会計帳簿及び証拠書類を、甲の求めに

応じて何時でも閲覧に供することができるよう保存すること。 

（７） 本仕様書及び乙の企画提案書に定める事項によりがたい細部項目については、

その都度、甲の指示を受けるものとする。 


